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（
法
務
委
員
会
）

商
法
及
び
株
式
会
社
の
監
査
等
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
二

一
号

（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
会
社
を
め
ぐ
る
最
近
の
社
会
経
済
情
勢
に
か
ん
が
み
、
定
款
の
授
権
に
基
づ
く
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
る
自

己
株
式
の
取
得
を
認
め
る
と
と
も
に
、
中
間
配
当
限
度
額
の
計
算
方
法
の
見
直
し
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な

内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
定
款
授
権
に
基
づ
く
取
締
役
会
決
議
に
よ
る
自
己
株
式
の
取
得

１

定
款
を
も
っ
て
、
取
締
役
会
決
議
に
よ
る
自
己
株
式
取
得
を
行
う
旨
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
定
款
の
定
め

に
基
づ
き
、
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
り
自
己
株
式
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

１
の
決
議
に
よ
り
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
株
式
は
、
市
場
取
引
又
は
証
券
取
引
法
に
規
定
す
る
公
開
買
付
け
の
方
法

に
よ
り
取
得
す
る
。

３

１
の
決
議
に
よ
り
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
己
株
式
の
取
得
価
額
の
総
額
は
、
中
間
配
当
財
源
を
限
度
と
す
る
。

４

１
の
決
議
に
よ
り
自
己
株
式
を
取
得
し
た
場
合
に
は
、
当
該
決
議
前
に
終
結
し
た
最
後
の
定
時
総
会
後
に
買
い
受
け
た
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自
己
株
式
の
買
受
け
を
必
要
と
し
た
理
由
並
び
に
そ
の
種
類
、
数
及
び
取
得
価
額
の
総
額
を
、
当
該
決
議
に
よ
る
買
受
け

後
最
初
に
招
集
さ
れ
た
定
時
総
会
に
お
い
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
中
間
配
当
限
度
額
の
計
算
方
法
の
見
直
し

１

最
終
の
決
算
期
後
、
資
本
又
は
法
定
準
備
金
の
減
少
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
減
少
し
た
資
本
又
は
法
定
準
備
金
に
相
当

す
る
額

当
該
減
少
手
続
に
お
い
て
株
主
に
払
戻
し
を
し
た
額
等
を
除
く

は

中
間
配
当
限
度
額
の
計
算
に
当
た
り

（

。
）

、

、

純
資
産
額
か
ら
の
控
除
額
に
は
含
め
な
い
。

２

一
の
１
の
決
議
に
よ
り
取
得
す
る
も
の
と
し
た
自
己
株
式
の
取
得
価
額
の
総
額
を
中
間
配
当
限
度
額
か
ら
控
除
す
る
。

三
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


